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会 議 概 要 

会 議 の 名 称  平成２９年第２回久喜市学校給食審議会 

開 催 年 月 日 平成２９年２月２日（木） 

開 始 ・ 終 了 時 刻  午後１時３０分 開始   午後３時１７分 終了 

開 催 場 所 
菖蒲総合支所（４階） 

菖蒲コミュニティセンター 第１集会室 

議 長 氏 名  議長 村田文雄 

出 席 委 員 (者) 氏 名 

石川隆子、入江講児、久保たち子、堀越千鶴子、落合統一、村田

文雄、尾崎彰吾、古川 歩、大谷宥仁、谷野友昭、根本昌子、大

濱万知子、岡安 貢 

欠 席 委 員 (者) 氏 名 貞方登志夫、野原秋男 

説 明 者 の 職 氏 名 田口課長補佐兼保健給食係長 

事務局職員職氏名 

 関根教育部長、真田教育部副部長兼教育総務課長、赤岩学務課長、

川羽田学務課指導主事兼主幹、深谷学務課主幹兼鷲宮学校給食セ

ンター所長、田口課長補佐兼保健給食係長、小池学務課保健給食

係主査、吉田学務課保健給食係栄養士 

会 議 次 第 

 第２回久喜市学校給食審議会 

  １ 開会 

 ２ あいさつ 

３ 審議事項 新学校給食センター整備における骨格となる 

事項（設置場所・規模・運営方式）について 

 ４ その他 

 ５ 閉会 

配 布 資 料 
１ 次第 

２ 第２回久喜市学校給食審議会資料 

会 議 の 公 開  

又 は 非 公 開 
 公開 

傍 聴 人 数  ６人 
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様式第 2号(第 5条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 
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村田会長 

 

 

 

 

川羽田主幹 

 

 

 

皆様、こんにちは。 

本日は、ご多忙の中、久喜市学校給食審議会にご出席を賜り誠にあり

がとうございます。 

私、本日の司会進行を務めさせていただきます、学務課指導主事兼主

幹の川羽田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

会議に先立ちまして、資料の確認をさせていただきます。 

本日配布しております会議資料は、 

・会議次第 

 ・平成２９年第２回久喜市学校給食審議会資料 

 の２点でございます。ご確認の上、不足等ございましたら、お申し付

けくださいますようお願いします。 

それでは、只今から平成２９年第２回久喜市学校給食審議会を開催い

たします。 

なお、本日は、委員１５名中、出席者１３名、欠席者２名でございま

す。久喜市学校給食審議会条例第５条第３項の規定によりまして、委員

の出席数が過半数を超えており、本審議会が成立いたしますことをご報

告申し上げます。また、本日の傍聴者は、６人でございますので、ご報

告させていただきます。 

それでは、次第の２ あいさつを本審議会の会長である村田様からお願

いいたします。 

 

 皆様、こんにちは。今週は、久喜市学校給食審議会の施設見学という

ことで、古河市の学校給食センターを見学してきたところでございます

が、引き続き、本日は、１回目の説明を受けての審議となります。皆様

のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

次に、次第の３ 議事でございます。会議の進行につきましては、久

喜市学校給食審議会条例第５条第１項において、会長が議長となる旨の

規定がございますので、村田会長に議長をお願いしたいと存じます。 
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 村田会長、よろしくお願いいたします。 

 

暫くの間、議長を務めさせていただきます。円滑に議事が進行いたし

ますよう、皆様方のご協力をお願いします。 

はじめに、議事録の署名人についてでございますが、順番により入江

委員さんを指名いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議題であります「新学校給食センター整備における

骨格となる事項（設置場所・規模・運営方式）について」事務局から説

明をお願いします。 

 

皆さん、こんにちは。学務課の田口でございます。 

先日は、視察研修にご参加いただき、ありがとうございました。当日

は、暖かい日で風もなくとても良い視察日和となりましたが、本日は風

も強く一転して寒い一日となりました。ご出席ありがとうございます。 

それでは、私の方から資料の説明をさせていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

まず、皆様にお詫びがございます。資料がお手元に届くのが会議の前

日となってしまいました。一通りお目通しいただくことはできたかなと

は思いますが、十分な日程的な余裕が取れなく大変申し訳なく思ってお

ります。お詫び申し上げます。 

本題に入ります前に、前回いただきましたご質問にご回答いたします。 

まず、入江委員さんからのご質問でございます。各給食施設の調理員

の人数についてご質問がございました。現在の各給食施設の調理員数で

ございますが、お配りいたしました資料「平成２９年第２回久喜市学校

給食審議会資料」の２ページをご覧いただきたいと存じます。表がござ

いまして右の方に調理員の人数が記載されております。栗橋西小学校が 

４人、栗橋小学校が１０人、菖蒲学校給食センターが１６人、鷲宮第１・

第２学校給食センターが３０人、全国農協食品株式会社久喜事業所が 

４５人、協同組合行田福祉センターが７人、合計で１１２人になります。 

 また、１２，０００食規模の学校給食センターとした場合の調理員数

でございますが、８０人程度になるものと考えております。 

 次に、谷野委員さんからのご質問でございます。搬出・搬入口が北側

を向くことによる北風対策のご質問でございます。北風対策について、

業者さんにお聞きしたところ、いくつか方法があるとのことでございま

す。まず、搬出・搬入口にドックシェルターを設け、トラックを壁にぴ
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ったりと付ける方法でございます。先日、古河市学校給食センターに視

察に行かれた方は、あちらの給食センターでご覧になられたかと思いま

すが、トラックの荷台を壁にぴったりと付けるやり方です。次に、プラ

ットホーム・シャッター方式というものがございます。これは、食材を

搬入するプラットホームに囲いをし、出入口にシャッターを付ける方法

でございます。トラックが出入りするときだけシャッターを開けて、中

に入ったらシャッターを閉じる。トラックからプラットホームに食材を

移すときはシャッターが閉じられているので外から風が入ってこないと

いうことです。 

 この他、「暴風壁」や「暴風林」を設ける方法もあるとのことでござい

ます。 

東京理科大学跡地につきましては、北側に校舎がありますので、それ

ほど影響はないのではないかとのことでございました。冬になると吹雪

になる雪国でも給食センターは造られておりますので、北風対策は設計

業者がきちんとやりますから、そこは心配ないですよとのことでござい

ました。 

以上、前回いただきましたご質問への回答でございます。 

それでは、本題に入ります。平成２９年第２回久喜市学校給食審議会

資料をご覧ください。こちらの資料は、前回の会議の際にご説明した内

容を文字にしたものでございます。 

それでは、１ページをご覧ください。大変申し訳ございません。訂正

箇所が３ヶ所ございます。まず、（１）のところ、カッコ書きで施設の現

状を調査した結果については２ページをご参照ください、とありますが、

３ページの誤りです。続いて、（２）のカッコ書き３ページをご参照くだ

さい、とありますが、４ページの誤りです。最後、（５）のカッコ書き４

ページをご参照ください、とありますが、５ページの誤りです。それぞ

れ訂正をお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。 

１ページと２ページでございますが、給食施設の現状と課題でござい

ます。 

鷲宮第１・第２学校給食センターは、老朽化が著しく、現在の衛生管

理基準を満たしておりません。施設形態はウェット方式で、汚染作業区

域・非汚染作業区域の区分けもされておりません。エアコンが入ってい

ないため、作業をする調理員さんも大変です。すぐにでも建替えが必要

な状況となっております。 

栗橋西小学校・栗橋小学校の調理室も設置から３０年以上経過してお
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り、こちらも老朽化、衛生管理の問題から早急な改修が必要となってお

ります。 

全国農協食品株式会社久喜事業所は、築後３９年を経過しており、近

い将来、施設の全面的な改修が必要になると思われます。現在と同規模

の１日あたり５，０００食規模の給食センターとして建替える場合には

１９億円程度の経費が発生するものと予想され、その費用については、

将来的に市が負担することになると考えられます。また、「久喜市におけ

る学校給食基本方針」では、全面委託方式の調理場については、調理業

務等の委託を含む直営方式に移行すると明記されておりますので、直営

方式への移行が求められます。 

協同組合行田福祉センターですが、こちらは行田市からの配送であり、

配送時間も長く、市内の給食施設からの配送が望まれます。 

また、全面委託方式での運営でありますことから、調理業務等の委託

を含む直営方式への移行が求められます。 

菖蒲学校給食センターは、築後１０年の施設で、施設としては耐用年

数内にありますが、今後数年のうちに調理設備の更新が必要となり、更

新費用が発生いたします。 

また、施設も少しずつ傷んできており、今後は建物の修繕費も多く発

生してくるものと考えられます。 

３ページをご覧ください。３ページから５ページは、市の直営施設の

内部状況を業者さんに調査していただいた結果でございます。 

鷲宮第１・第２学校給食センター、栗橋西小学校・栗橋小学校調理室

については、施設が古いこともあり、かなり傷んできております。保健

所からも指摘を受けており、改善が求められております。 

また、外から見ると綺麗なのですが、比較的新しい菖蒲学校給食セン

ターでも内部では傷みが生じております。 

このように、現在、久喜市では、７つの施設から給食を提供しており

ますが、いずれの施設も何らかの問題を抱えており、早急な建替えや改

修、運営方式の見直しなどが必要となっております。 

６ページをご覧ください。そこで、今回、提案させていただきました

のが、老朽化が著しい鷲宮第１・第２学校給食センター、栗橋西小学校、

栗橋小学校分の建替え及び全面委託方式で提供している久喜地区小・中

学校、栗橋地区中学校の直営方式への移行、並びに、今後、調理設備の

更新費用等の発生が見込まれる菖蒲学校給食センターを統合し、市内全

小・中学校を対象とする１日あたり１２，０００食規模の学校給食セン
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ターを建設するというものでございます。先日、古河市学校給食センタ

ーを視察された委員さんにおかれましては、１２，０００食規模の学校

給食センターとは、どのような給食センターなのか、だいたいイメージ

がつかめたのではないかと思います。予想される事業費でございますが、

他市の事例から、施設の整備費として、約４０億円、年間の運営費とし

て、約４億円を見込んでおります。 

なぜ、１２，０００食規模なのかということですが、１１ページをご

覧ください。上の表は、今後の児童生徒数の予測です。となりの「資料

１」は久喜市全体と各地区の児童生徒数をグラフ化したものとなってお

ります。老朽化の著しい施設があり、衛生管理の面からも、出来るだけ

早く新しい給食センターを整備する必要があります。今後のスケジュー

ルといたしましては、来年度の平成２９年度に施設の設計を行い、平成

３０年度から建設工事に着手したいと考えております。建設工事には１

年半程度かかるものと思われ、平成３１年度末までに完成。平成３２年

度から新学校給食センターを稼動、給食の提供を開始したいと考えてお

ります。平成３２年度の児童生徒数の予測ですが、市内全体で１万５８

６人となります。給食は教職員等にも提供しており、平成２８年度は１

日あたり約１，０００食を提供しておりますことから、平成３２年度の

給食提供数は１日あたり約１万１，６００食と予想され、調理能力とし

ては若干の余裕を持たせて１２，０００食規模としたところでございま

す。 

この資料の後ろから２枚目「資料２」をご覧ください。各地区で使わ

れている食器の写真でございます。ご覧のとおり、現在は地区ごとに異

なる食器が使われております。前回、谷野委員さんから「トレー型の食

器を使っているところがあり犬食いが心配」とのご意見がございました

が、鷲宮地区がそのような食器となっております。市内全ての地区で同

じ給食を提供して欲しい、という要望も頂いておりまして、１つの給食

センターとなった場合には、市内の全小・中学校で、給食の内容やアレ

ルギー対応などが統一でき、地区や学校間における不公平感も解消され

ることになります。ただし、給食施設を１施設に集約する場合には、各

学校までの配送距離に配慮した立地性と、食中毒に対するリスクの低減

が重要となり、地理的に市の中心に近い場所に建設することや、複数の

調理ライン、例えば４,０００食の３ラインにするといった対応が必要と

なってきます。 

新学校給食センターでございますが、各給食施設の老朽化や、衛生管
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理対策、様々な方式で提供している学校給食の現状などを総合的に検討

いたしまして、今回、市内全小・中学校を対象とする給食センターとし

て提案させていただいたところでございます。 

なお、市町村合併に伴う施設の統廃合となりますので、施設の整備費

用には国からの支援「合併推進債」が活用できます。ただし、合併１０

年後の平成３１年度までに事業を完了させる必要あり、先程、お話した

ようなスケジュールとなってまいります。 

７ページをご覧ください。こちらは、既存の給食施設を個々に建替え

や改修を行った場合です。 

鷲宮第１・第２学校給食センターに代わる１日あたり４，０００食規

模の給食センターとして建替える場合、建設費用は１７億円程度になる

と見込まれます。これに、全面委託方式により行田福祉センターから給

食を提供している栗橋地区の中学校分を含めると４，９００食、約５，

０００食の規模となり、その場合の建設費は１９億円程度になると考え

られます。 

単独校調理場方式で給食を提供している栗橋西小学校、栗橋小学校調

理室については、施設の老朽化が進んでおり、早急な改修工事が必要と

なっています。改修にあたっては、現行の学校給食衛生管理基準に適合

させるため、新たな施設への改修が必要と思われ、他市の事例から推測

すると１施設あたり３億円程度の費用が発生するものと予想され、両施

設の改修には６億円程度が必要になると考えられます。 

全面委託方式の全国農協食品株式会社久喜事業所については、築後３

９年が経過しており、これと同規模となる１日あたり５，０００食規模

の給食センターを建設するためには１９億円程度が必要になると予想さ

れます。 

菖蒲学校給食センターについては、稼動から１０年が経過しているこ

とから、今後数年のうちに調理設備の更新が必要となり、整備費用とし

て３億円程度が発生するものと考えられます。また、これとは別に建物

の修繕費も発生してきます。 

既存施設の改修や建替えを個々に行った場合には、全体として４７億

円程度の事業費が予想されます。コスト面で比較いたしますと、１２，

０００食の１つの施設として整備した方が、整備費、運営費、いずれも

安くなり、より効率的と言うことができます。 

８ページをご覧ください。学校給食センターの建設には適した条件と

いうものがございます。 
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まず、提供食数に適した土地形状と面積が必要になります。 

次に、提供校への配送時間です。提供校まで概ね３０分で配送できる

ことが求められます。また、幹線道路へのアクセスの利便性も重要とな

ってきます。 

次に、道路との接道状況です。トラックの出入りに適した道路幅が求

められます。 

次に、水道、下水道、電気等のインフラです。学校給食センターでは、

調理や洗浄等に、水、電気、ガスなどを使用しますので、上下水道、電

気、ガスなどのインフラが整備されている立地が望ましいと言えます。 

次に、周辺の住環境への影響です。臭いや騒音など、周辺の住環境に

十分配慮できることが条件と考えられます。 

次に、公有地の活用と用地取得費の抑制です。市の所有地を最大限に

活用して用地取得に係る財政負担の軽減が望まれます。 

最後、立地にあたっての法規制です。学校給食センターは、建築基準

法における「工場」として位置づけられるため、建築可能な場所が定め

られております。 

今回、新しい学校給食センターの建設用地として、東京理科大学跡地

を確保し、提案させていただきましたが、この場所は、長方形の形状を

しており、敷地面積も約１２,０００㎡を有していることから、仮に最大

規模となる市内全小・中学校を対象とする１日あたり１２,０００食規模

の学校給食センターとした場合でも建設が可能となっております。 

また、久喜市のほぼ中心部に位置しており、県道六万部久喜停車場線、

県道久喜騎西線、主要地方道川越栗橋線といった幹線道路へのアクセス

も良好で、最も遠い学校でも３０分程度で配送でき、学校給食衛生管理

基準を満たすことができます。 

敷地の２方向に、配送トラックの出入りに適した、十分な幅員の接道

が確保されています。 

大学跡地を活用するため、上下水道、電気、ガスといったインフラが

整備されております。 

周辺は、旧大学校舎、畑、調整池となっており、住宅地には面してお

らず、周辺の住環境に配慮できる立地と考えられます。 

この土地は、東京理科大学から無償譲渡された土地であり、用地取得

費用は発生いたしません。 

市街化調整区域内に位置しておりますが、市が条例に基づき設置する

学校給食センターについては、都市計画法第２９条第１項第３号に規定
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する「公益上必要な建築物」と認められますので、建築が可能となって

います。 

東京理科大学跡地の活用方法の検討が始まり、教育委員会でも、新学

校給食センターの用地として活用できないか、検討を行ってきたところ、

新学校給食センターの建設にあたり、好条件の揃った場所であることが

確認でき、今回、提案させていただいたところでございます。 

１０ページをご覧ください。施設の運営方法でございます。運営方法

としては、公設公営の直営方式、公設民営の直営方式、全面委託方式の

３方式が考えられますが、「久喜市における学校給食基本方針」の内容か

ら、新学校給食センターの運営方法については、公設民営の直営方式が

望ましいと考えます。 

資料の最後に「資料３」として、国の通知を付けてみました。かなり

古いものですが、「学校給食業務の運営の合理化について」ということで、

地域の実状等に応じた適切な方法により運営の合理化を推進することが

示されており、民間委託等の方法により、人件費等の経常経費の適正化

を図ることが求められておりますことから、やはり、運営方法について

は、公設民営の直営方式が望ましいのではないかと考えます。 

以上、設置場所、規模、運営方法の案としてそれぞれ提案させていた

だきました。私からの説明は、以上でございます。 

 

ありがとうございました。資料も膨大なものですので、設置場所、規

模、運営方式ということで順を追って審議したいと思います。 

 まず、全体的に関わることで、委員さんからご質問がありましたらお

願いします。 

 

 まず、昨年９月に基本方針の答申が行われたわけですが、そこから今

回、新たに第１回の２９年度の審議会が、視察をまじえて３回開催され

たわけですが、理科大の跡地に巨大なセンターを作るという話が審議会

と審議会の間に出て、既に議会でも協議されているようですが、実はそ

の間、私のところに、審議会でそのようなことが決まったのかとか、い

つそのようなことが決まったのか、どこからそのような話が出てきたの

だと、１人２人ではない複数の方から電話なりメールなりいろいろなと

ころから質問を受けました。私も全然、もちろん審議会からそこまで話

があったわけではないので、最初にそれを聞いたときに、そんなこと全

然決まっていないし、寝耳に水という感じでしたが、どのような経緯で
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そのようになったのか、議会でも話が出ているわけですから、かなり話

は進んでいるのだと思いますが、市の方針として、理科大跡地への給食

センターの話は、どういう経緯で、どこから公にされてきたのか、審議

会の場でも説明していただく必要性があるのではないかと思います。 

先程の話ですと、審議会と審議会の間で話が決まって、今、こういう

提案がなされているわけですが、私も聞かれていろいろ答えるよりは、

審議会の場でこういう話があったという、後で議事録を見ていただけれ

ばわかるというような形にしておいた方が、私としても説明しやすいし、

ここにいらっしゃる方も、これから審議を進めていく意味で、一応頭に

入れておく必要があるのではないかと思うので質問しました。 

 

今の、これまでの経緯というか、どのような経緯で進んだのかという

ことの説明をお願います。 

 

 どういったことでこのような話が出てきたのかでございますが、以前

にも委員さんをされていた方は、基本方針を策定する際、こういった形

ではないにしても、施設整備に関してはこちらの基本方針の中にも明記

してありますので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。 

基本的に、まず、出発点といたしましては、鷲宮第１、第２学校給食

センターが、かなり老朽化で傷んでおりまして、いつ稼動ができない状

況になってしまうかという状態になっております。これにつきましては、

できるだけ速やかに何とかしなくてはならない状況であります。 

これまでの説明の中で、施設稼動から４２年とか３０年以上とかいう

ことで、委員さんの中には、鷲宮のセンターを視察された方もいらっし

ゃるかと思いますが、かなりの老朽化で、現在の衛生基準に適合してい

ない部分があるということで、早急に建て替えが必要だというかたちで、

まず、出発点としては鷲宮学校給食センターを早く何とかしなければい

けない、それが一つの出発点でございます。鷲宮の給食センターを建て

替えるに当たって、適当な候補地はどこかということで、市内のあらゆ

る場所で、適当なところはないかと探していたところでございます。探

すにあたって、先程の説明にもありましたように、できるだけ予算をか

けたくないということで、まずは市有地の中で何処か適当な場所は無い

か、それを視点として土地を探していたところでございます。 

候補地に関しましては、皆さんにご提案申し上げました理科大の跡地

ということでございますが、それ以外も市有地ということで、例えば、
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公園の一角とか、空いているような土地とか、あるいは、学校の敷地の

中でも、空いているようなところに十分な敷地があればとか、何箇所か

候補地を挙げた中で検討していたところでございます。そのような中で、

東京理科大の跡地の活用案というものが、市全体として示された経緯が

ございます。活用案につきましては、建物、敷地の有効利用ということ

でございましたので、給食センターの候補地として活用できないかとい

うことで検討課題の中に入れていただいたところでございます。 

また、鷲宮の給食センターの建替えが事の発端ではございますが、基

本方針をご覧いただいてお分かりのように、１９、２０ページに施設の

効率的な運営管理という事で指針が定められているところですが、基本

的な考え方として、子供たちにできるだけ同じような環境のもとで、よ

り効率的な運営管理を目指していくということが、１０ページのところ

で触れられています。それから、２０ページの４-３のところで本市にお

ける施設の効率的な運用管理ということで単独校調理場方式、共同調理

場方式、全面委託方式、それぞれにメリット・デメリットがある中での、

今後の施設の運営管理ということをどのようにしていくかということが

求められているところでございます。 

その中で、（２）の施設整備方針のところで、当面は既存施設の有効活

用というものがございますが、当然、現在あるものを有効的に活用する

というのはもちろんですが、鷲宮に関してはもう間近なのだということ

があり、新たな建設や改修に当たっては、児童生徒数の推移、安全性、

施設の稼働率、給食の配送エリア等をふまえて検討して進めていくとい

うようなことでございます。 

それから、下の部分、全面委託方式の調理場、現在、久喜市では、久

喜地区の全農が全面委託方式、それから栗橋地区の中学校２校は、行田

の福祉センターの方から提供を受けている２つの全面委託方式がござい

ます。これについては、随時、直営方式に、調理業務については委託で

あっても運営は直営方式という形に移行をしていくという形で位置づけ

られています。従いまして、基本方針に定められたこの部分につきまし

て、鷲宮の給食センターの建て替えにあたっては、久喜地区の全面委託

と行田への全面委託も合わせて考慮していく必要があるのではないか、

鷲宮の給食センターを新しくしていくのであれば、これらも組み込んで

いくのが方針に沿ったものではないかと考えたところです。 

 そこで、鷲宮の建て替えにあたっては、久喜地区、鷲宮地区を考慮し

ていきますと、場所につきましてもそうなりますと、鷲宮地区に限定と
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いうことにこだわる必要はなくなるのかと思われます。地理的には、ど

ちらにも対応できるような場所で、市の中心部で適当な場所はないのか

なということになります。そういった中で、東京理科大学の跡地活用計

画が持ち上がったわけで、これまでもお話したように、市の中でもほぼ

中心に位置する、お配りしました資料の中で、９ページの円で囲った部

分に概ねの距離数が書いてありますが、ほぼ中心部であるということで、

面積も広く取れるということがあります。 

もう１つ、１２，０００食に至った経緯として、鷲宮のところに久喜

地区と行田地区の全面委託を加え、もう１つ、栗橋の自校方式２校を加

えますと、これらについて現在どのような状況かといいますと、栗橋西

小学校については築３０年、栗橋小学校につきましては３２年が既に経

過しております。また、表の中で施設形態についてはウェットとありま

すが、現在の学校給食衛生管理基準の中でウェット方式はドライ方式に

改めることと示されております。食中毒に関する観点から、ウェット方

式は湿気が多いことから細菌が繁殖しやすいということから、ドライ方

式で運用していくということが示されております。 

そのようなことから、施設が古いということに加えまして、衛生に関

する基準につきましても、現在の基準に合致していないことがあるとい

うことで、早急に改修等をしないとすぐに使用できないということでは

ありませんが、近い将来には改修を考えていかなければならない施設で

あるということは間違いのないところでございます。 

 そういった状況を考えてみれば、鷲宮給食センターの更新に端を発し

た給食センター建設の計画の中にこういったものを含めて考えていくの

が理想ではないのかという考えに至ったところでございます。 

 さらに、栗橋地区の小学校の自校方式を含めたときに、もう１ヵ所だ

け、菖蒲地区が残ってしまうということが課題となります。菖蒲地区に

つきましては、２ページにありますように、菖蒲学校給食センターはこ

の庁舎の隣にある建物でございまして、平成１８年の建設でございます。

まだ１０年と比較的新しいもので、外観も大丈夫なように見えますが、

機械とか設備につきましては傷みが出てくる年数であるといわれており

ます。ご多聞にもれず菖蒲学校給食センターも施設に関しては、老朽化

ということではありませんが、いろいろな箇所での修繕等が、ここ何年

かで行われているという状況になってきております。 

また、センターの中に設置しております厨房機器につきましても、一

般的に１０年から１５年がおおよその機械の更新時期であるといわれて
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おります。そのようなこともありまして、この先何年かの間にはそのよ

うなことも考慮していかなくてはならないと、機器を全面的に更新とい

うことになりますと、費用もかかるということになります。 

また、仮に菖蒲地区以外のすべての地区の学校給食を新しい学校給食

センターで賄うという状況になったときに、菖蒲地区のお子さんだけが

同じ久喜市内でありながら、違う給食を食するということになってまい

ります。そういったことも考慮いたしまして、基本方針の２２ページの

中で、食器のことについて書いてございますが、教育的観点からできる

だけ同じような環境の元で、学校給食を提供するためとあります。その

ために、学校給食用食器も統一していく必要があると述べているところ

でございます。ご案内のように、食器につきましては４地区で違う方法

で給食を提供していることから、食器についても違う状況という形にな

っております。今日お配りしました資料の、最後から２枚目の写真をご

覧いただければ分かるように、４地区で違う状況で、統一が図られてい

ない状況となっております。 

このように、さまざまな状況を総合的に考慮した中で、ひとつにまと

めてということが効率性の面からも、お子さんたちに同じ環境で同じ給

食を食べていただくという観点からも、これまで問題とされていたこと

が解決できるのではないかという考えで、今回の１２，０００食という

考えになったところでございます。 

審議会の皆さんに、これまで、そのような話がなかったことについて

ですが、前々から決まっていたわけではなく、まず、理科大の跡地活用

の話が持ち上がった中で、給食センターの候補地として使えないかとい

った検討の中で出てきた話でございまして、少なくとも昨年の給食費の

改定について、前任の委員さんの時にご審議いただいた訳でございます

が、その時点で、候補地は探しておりましたが、理科大跡地が候補地と

して決定していたわけではなく、最近になって話が出てきたというか、

いろいろな経緯があって、今、お話をさせて頂いているところでござい

ます。取り留めのない説明でわかりづらいかと思いますが、そのような

ことでございます。ご理解いただきたいと存じます。 

 

 ご説明いただいたので、ご質問についてはいかかでしょうか。 

 

 私の質問の仕方が難しかったのかも知れませんが、このセンターがど

のような経緯で、どのような考え方の中で出てきたのか、いつ誰がこの
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ような形で公にされたのか、加えていただければ有難いのですが。 

 

 まず、いつというお話でございますが、理科大の跡地の活用について

の話が出てきたのが、全庁的に照会があったのは昨年の２月くらいかと

記憶しております。その段階で、私どももそれまで理科大が空いていて、

市に無償譲渡されたということは認識をしていましたが、それをどのよ

うに使うかということは意識をしていませんでした。有効活用を図ると

いうことで各課に検討事項を投げられたということもありまして、建物

はありますが、駐車場、植栽等かなり広い敷地がありましたので、給食

センターの候補地として使えないかということで、我々も現地調査など

もし、そこから理科大を使えないかということで話が始まったわけであ

ります。 

そのような中、内部協議をしていく中で、かなり広いもので、位置的

にもいいものですから、何とか使えないかなという方向にいったわけで

すが、あの広さですと、只今申し上げました１２，０００食も可能にな

ってくるのではないかということでございます。内部的に検討をしてい

く中で、８月ですが、市議会の方の全員協議会で、初めて議会の方に発

表をしたところでございます。その中で、建物の具体的な利用内容の仕

方と合わせまして、学校給食センターを理科大のところにということが

公になったということでございます。公になった以上は具体的に然るべ

きところに協議するといったことも必要になってくるということで、当

時はこちらの審議会の任期が切れていたわけでございまして、改めまし

て、審議会を組織して、こういった案について、審議会の皆様がどうい

ったお考えになるか諮問させていただいたという経緯でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

 では、経緯についてのご質問についてはよろしいでしょうか。 

 その他に、全体的なことに係る質問について、私からではなんですが、

先程示していただいたスケジュールについて、平成３２年３月に完成し

て、平成３２年４月からは稼動したいということで、ここにスケジュー

ルということでありましたけれども、６ページのところにありました合

併推進債が平成３１年度の末までに完成させる必要があるとあります

が、合併推進債というのがあることも今わかった訳ですが、それによる

メリットというか財政上のメリットがもう少し詳しく教えていただけれ

ばと思います。 
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 先程もご説明いたしましたが、当然これだけの規模のものを造るとな

ると、大変巨額な経費が必要となるわけです。先程ご説明した中でも同

じ規模の古河市給食センターで３５、６億の費用がかかったということ

で、私どもの場合はざっと４０億近くはかかってしまうのではないかと

いうことでご説明させていただいたところでございます。それだけの費

用を現金で用意するとなると大変至難な業で、先程ご説明差し上げてお

ります合併推進債というのはどういうものかと申しますと、今にたとえ

て言えばローンでございまして、国からお金を借りて、後々返していく

というもので、合併した市町村については、これを使ってもいいよとい

うものです。 

どういったものに使えるかというと、合併した市町村の新しい計画に

基づくインフラ整備に、また、合併前にあったそれぞれの施設を合併後

の統廃合等にこの推進債を使っていいというものでございます。どれく

らい借りられるのかというと、全体の事業費の中で９０パーセント、例

えば、１０億円のものでしたらば、９億円まで国がお金を貸してあげま

すよというものです。尚且つ、普通交付税というものがありますが、こ

れは、国から地方公共団体が自主財源では足りない分を、自由に使って

いいよというお金で、自治体の規模、事業等をいろいろ考慮して積算さ

れ、毎年交付されるものです。これを積算するに当たって合併推進債を

利用している自治体につきましては、当然借金を返済していくわけです

が、返還するに当たって、その元利償還金の４０パーセントまでを返還

するための積算として、普通交付税の中で交付しますよという仕組みに

なっております。ですから、借りるときにはかかる費用の９割までを借

りられて、返すときには、返す財源の４割を足してあげますよ、という

ものです。非常に使う側としては、有利な地方債となっております。 

この地方債を使うにあたりまして、合併推進債ということであります

ので、合併したことが事実としてあることが１つの条件で、これが使え

るのが、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く１０ヵ年とあり

まして、久喜市は、平成２２年の３月の合併ですので、そこから１０年

となりますと、平成３２年の３月がリミットとなります。そうしますと、

平成３２年までに少なくとも、給食センターを稼動させるまではいかな

くとも、建物が出来上がっていて、使える状態になっていなければいけ

ない、そこまでは仕上げてくださいよ、そういうような条件がございま

す。そのようなこともあって、推進債は財源として非常に有利なもので
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あるので、これを使いたいということで、スケジュール的には平成３２

年の３月までに建物を完成させるというスケジュールになっているとこ

ろでございます。 

 

では、全体の中で、その他にご質問はないですか。 

そうしましたら、今のスケジュールのことも含めて協議していきます

が、これから細部にわたってご質問等あるかと思います。今日の議事と

して、諮問いただいているものの活動内容の事項について、設置場所、

規模、運営方式とあるので、それぞれについて協議をして、大枠を考え

てから次回細部を考えていくというような形をとって進めていきたいと

思います。いかがでしょうか。 

また、協議の中で細部のことも出てくるかと思いますが、まず諮問い

ただいているものの設置場所について決めていきます。先程ご提案にあ

りましたが、設置場所の候補は東京理科大学の跡地ということで、それ

までの経緯も伺ったわけですけれども、この案について、委員のみなさ

んからご意見を伺いたいと思います。 

 

はい。先日、古河の学校給食センターでの見学で職員の方からお話を

伺い、また、前回、今回と審議会で説明を伺うなかで、場所は最適だと

思っております。 

 

他の委員さんからも何かあればお願いします。古河の給食センターも

見てきたわけなので、広さであるとか、地図もありましたが場所的なも

のであるとか、そういったものも含めてご意見いただければと思います。 

 

私は古河のセンターを見学させていただいて、衛生管理やその他諸々

がすごく立派にできていると感じました。これからはあのような形で、

衛生管理やその他諸々が完備されたものを作っていければ、みなさん食

中毒など心配される方も多いと思いますが、そういう心配がないのでは

ないかなと思いました。跡地も用地的には優れているところなので良い

のではないかなと思います。 

 

その他の委員さんはいかがでしょうか。みなさん同じ意見でしょうか。 

 

前回の審議会で配られた資料の中で、理科大の跡地の活用計画という
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ものがあったのですが、この給食センター以外に他の施設は何に使うの

だろうというところでご説明いただいたところ、生涯学習センターや、

子育て支援センターが案に挙がっているということでした。食育に関し

ては、学校だけでなく社会全体で、みんなで取り組んでいく問題なので

はないかと思います。そう考えると、食育のセンター的役割を果たす給

食センターの近くに、生涯学習センターや子育て支援センター、または

教育を進める教育委員会が一緒にあるのはとても良いのではないか、有

効な場所にあるのではないかと思います。 

 

はい。ありがとうございました。その他の委員さん方はいかがでしょ

うか。 

 

はい。前にもお話させていただきましたが、設置場所周辺のインフラ

整備、東京理科大はこれから道路が混むことが予想される地域であるの

で、そこまで話を広げたうえで、これから建設計画などを進めていかな

いといけないと思います。先程遠いところでも３０分以内の配送とあり

ました。この地図でいうと少なめの１５分と書いてあるんですけれども、

それ以上もありますよね。この図からいくとおおよそ１５～２０分と推

測されますけれども、実際に稼動させてみたらとてもその時間で着かな

いといったことがないよう、周辺の道路とかそういうのも考えていかな

いといけないと思います。話としては大きい話なので、一朝一夕にはな

かなかいかないと思いますが、そういうことも考慮しつつ、進めていっ

ていただければなと思います。 

 

そうしましたら、東京理科大の跡地に給食センターを設置することに

ついては、ご賛同いただいてよろしいでしょうか。 

 

＝はい＝ 

 

では、場所は東京理科大の跡地を使用するということで進めていきた

いと思います。また、道路問題についても整理していく必要があります。 

それでは、次に規模についてですが、原案で見ますと１日あたり１２,

０００食の学校給食センターということで、１箇所に集中して市内の

小・中学校全部を賄うということですけれども、この規模についてのご

意見はいかがでしょうか。 
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はい。久喜中学校の尾崎です。規模としまして、人口が減ってスター

トするとき、１１,６００食を想定して１２,０００食ということですが、

当然人口が減っていく想定の中で、菖蒲給食センターはまだ使える施設

ですよね。それを残すと、新センターは１０,０００食の規模で十分なの

ではないかという考え方もあるのではないかと思うのですが、そういっ

たものを今まで協議してきて、１２,０００食の１箇所のセンターにする

までに至った経緯を教えてほしいというのがひとつと、立地や大きさは

申し分ないのですけれども、逆に１箇所に集中してしまうことによる弊

害なんかも当然今までのお考えの中にあったと思いますので、１箇所に

集中してしまうことによるデメリットについてもどうお考えなのか教え

ていただければと思います。それに付随して、給食に限らず、被災があ

ったときにこう活用できるのですとか、給食センターのあり方、学校給

食に限らずですが、こういうものを視野に入れているといったものがあ

れば教えていただければと思います。 

 

では、今質問がありましたけれども、この１２,０００食の規模に至っ

た経緯、メリットやデメリット、災害時の面についてご回答いただけれ

ばと思います。 

 

はい。只今、尾崎委員さんからご指摘・ご意見ありました。要するに、

人口が減っていく、児童・生徒数も減っていくというような現象は、こ

れから間違いなく進行していく状況でございます。今日お配りしました

資料の１１ページにもおおよその推計が示してあるところでございま

す。現在、平成２８年で１１,０８３人、平成３４年の段階で１０,１８

４人と、１万をちょっと出ているという状況でございます。これは児童・

生徒数の状況ですので、当然今後の状況によって、全国的には東京一極

集中、ほかの自治体については人口減少という現象が起こっているとこ

ろではございますけれども、いろいろ自治体の戦略の中での少子化対策、

あるいは社会増といわれているものによっての人口の増加、そういった

方策をいろんな自治体が行っているところです。そういったものによっ

てなるべく人口減少を抑えていこうというのがあります。実際の数字を

ご覧いただいても、平成３４年の段階で１０,１８４という数字が出てお

りますが、給食の喫食数ということになりますと、これに教職員が加わ

ります。教職員の中には、業務員や指導員やＡＬＴといった関係者の分
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大濱委員 

 

 

も喫食数としてこれにプラスをされることになりますので、実際には平

成３４年の段階でもこういった数を入れるとおそらく１１,０００食は

超えてしまうのではないかというように考えているところでございま

す。それだけ提供できる規模のものということになりますと、やはりき

りの良いところで１２,０００食というのが、近隣の新しい施設を見たと

ころでも適当な規模なのかなと考えたところでございます。 

また、一箇所に全部集中してしまうことのデメリットについてですが、

たしかに１箇所に集中してしまうと、その１箇所が駄目になってしまう

と全部が駄目になってしまうといったリスクが大きくなってしまう、こ

れは確かに理論的にはあるわけでございます。 

しかし、今の新しい施設といったものにつきましては、そういったも

のも十分考慮しているような施設になっておりまして、先日ご覧いただ

いた古河の給食センターにつきましても、例えば献立は３献立で行って

いるとおっしゃっていたと思います。３献立で、釜の調理のラインも分

けてやっているということですので、例えば、ひとつどこか１箇所で駄

目になっても、その施設全部が駄目になるというような状況ではないと。 

例えば、電気につきましても、自家発電を設置していて、停電などにな

ったときも数日間は稼動することができるというような説明もされてい

ましたように、大きな施設になればなるほど、そういったリスクマネジ

メントについてはしっかりしたものをしくみとしては構築しているとい

う部分がございます。 

当然、本市といたしましても、新しい施設を建設する際には、そうい

った部分を十分に考慮し、リスクをゼロにするというのはなかなか難し

いことだと思いますが、なるべくそういったリスクは低くできるよう考

えていきたいと思っているところでございます。 

 

今の説明でよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

他にありますか。 

 

リスクの面ですが、ラインを変えて３種類のメニューで、食材もそれ

ぞれ別のものにし、調理法も少しずつ変えてという形でやられるという

ことですが、配送が先程の地図で見ますと１５～２０分というようにな
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っています。１校ずつ直接行く場合は１５～２０分だと思いますが、ル

ートで回っていくことになると思うので、トラック何台くらいでどのく

らい時間から配送が始まって、実際に何校くらい回って、最後に着いた

ところだと、調理後からどのぐらいの時間で配送できるのかとか、そう

いうのも考えていく必要があると思います。何周もあちこち行ってとな

ると、最後に行くところが遅れてしまうとか、あるいは初めの方がすご

く早く着いてしまうといった可能性もあるかと思いますので、配送にか

かる時間や配送用のトラックの温度管理、２時間以内の喫食についても

ぜひ検討いただきたいと思います。十分なトラック台数を確保したり、

あるいは大きなトラックであちこち寄るばかりではなく、少し小分けし

て小規模に何箇所か回っていく方が、案外スムーズに動けるというのも

あるかと思いますので、そういうのによっても時間は変わってくるのか

なと思います。あとは他の県内のいろいろな学校給食センターの規模を

食品監視担当に確認したところ、やはり１０,０００食を超えている市の

学校給食センターは東部地区ではほとんどなく、県内でも３箇所くらい

だということで、久喜が１２,０００食で全校統一でとなると、県内でも

大きな規模になってくるのではないかと思いますので、その辺今大きな

施設を運営している市などに、どういうところが課題かとか、こうした

ほうが良かったというのがもしあれば、その辺も確認していただいた方

が実際のところも分かるのではないかなというように思います。 

 

事務局の方で現段階での考え方などありますか。 

 

はい。まず配送の関係でございますけれども、大濱委員さんおっしゃ

るとおりでございまして、一応衛生管理基準の中で、学校給食に関しま

しては調理後２時間以内にというのがございますので、これは絶対に破

れないところでございますので、それはクリアできるような形で必要な

台数の配送車を準備するということは十分考えているところでございま

す。 

先日、古河に見学に行かれた方はお話を聞いているかと思いますが、

古河では３トン車を使っていると言っておりました。その中に、１回で

２～３校分くらい積み込めるということでございましたので、同じ程度

の車を使えば一度に２～３校分は運べるのかなというのがあります。現

在、久喜地区は全農に委託していますが、全農では４トン車を使ってい

るようです。ですから、久喜地区は４トン車で全部回れるということな
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ので、大きい車で比較的効率よく回れるというのがあります。ただ、そ

れ以外の地区で、例えば、鷲宮地区、栗橋地区、菖蒲地区もそうですが、

学校によって学校への進入路がかなり狭いところがあります。こういう

ところですと、大きなトラックは入っていけないと考えておりますので、

大きな４トン車や小さめの２トン車といったものを配送車としては使い

分けながら、効率よく、衛生管理基準に定められた２時間以内の喫食を

守っていけるような配送計画を十分シミュレーションしながら考えてい

きたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

それから、先程の尾崎委員さんからの１２,０００食の考え方でござい

ますけれども、現在、一般的に喫食数を考えるときに、先程までもお話

しております学校給食衛生管理基準というものがありまして、これの改

定が将来的にはあるというのも考慮しまして、やはり給食の調理施設を

作る際には、その容量というのは、１０～２０％くらいの余裕分を考慮

しての最大規模能力というような形で計画しているところが多いという

のが一般的な考え方になっているようでございます。 

 

では、１２,０００食規模の給食センターになるということについて、

それについてのご意見があれば出していただければと思いますが、いか

がでしょうか。 

そうしましたら、この１２,０００食規模の給食センターになるという

ことでご了解いただいていると解釈いたしまして、規模については１２,

０００食ということで進めたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

＝異議なし＝ 

 

それでは、次に運営方式でございますが、資料の１０ページに運営方

式について、基本方針に沿って直営方式で進めることが望ましいと考え

るというような提案をいただきましたが、それについてご意見・ご質問

があればお願いします。 

 

はい。今、全面委託方式で全農や行田の給食センターに委託している

ことがありますけども、運営方法を全面委託とする場合の委託先という

のはこれから考えるべきことだと思いますが、現時点ではその辺りのお

考えがあるのかをお聞きできればと思います。 
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はい。基本的には公設公営という形での調理業務、配送業務といった

ものについては、委託というのを考えたときに、調理業務に関しては、

１２,０００食という規模になりますと、大規模なものでございますの

で、調理業務を委託している業者があるなかでも、そこまでの規模のも

のをできる業者というのはある程度絞られてくるそうでございます。 

そういった中で、当然指名競争入札、あるいはプロポーザル方式、ど

ういった形になるか分かりませんが、調理業務については、もし委託す

る場合にはそういった方法によって業者の選定・決定というものは考え

ていきたいと現在は考えているところでございます。 

 

委託ということで、直接おやりになるよりは、失礼ですが民間のほう

が上手にやるのではないかと思います。そこで働く方たちが一番大切な

ポイントだと思うのですね。特に現場からの意見がよく出て、上に話を

あげられる、現場で改善していくということをしないと、箱はきれいだ

けれど実際はできないというのがよくあるパターンなので、選定される

際にはどういう調理員にしようかというよりは、一緒になってやろうと

いう考えがあるかという部分をぜひ考慮して決定いただければと思いま

す。 

 

はい。今ありましたお話についてですが、仮に業務委託で調理を行う

といった場合につきましては、業者の選定にあたっては一般的な競争入

札という方法がございますけれども、必ずしもそういった方法ではなく、

もちろん競争という部分はありますが、複数の業者でプロポーザル方式

という形で、業者にコンペ方式でプレゼンをしてもらい、どういったこ

とができるか、どういった社員教育をしているか、そういったものを考

慮した中で業者を決めていくといった方式ですね、そういうものを取り

入れることも現在考えているところでございます。当然調理員の意見の

反映、あるいはそれに対しての教育、そういったものも重要視していき

たいと考えているところでございます。 

 

はい。ありがとうございました。その他にこの運営方式について何か

ありますか。 

 

細かいことになってしまうのですが、現在給食センターで働いている

方へのケアというのはどのような形で考えているのでしょうか。 
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赤岩課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村田会長 

 

尾崎委員 

 

 

 

 

 

赤岩課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい。今現在働いている方、特に直営でやっております鷲宮学校給食

センター、こちらにつきましては、市の正規職員の調理員もおりますし、

臨時職員もいます。そういった中で第１センター、第２センター合わせ

て３０人以上の調理員がおります。それらの方の職につきまして、例え

ば過去の例で申しますと、平成２７年度から菖蒲学校給食センターで、

それまで直営でやっていましたものを、調理と配送を業者委託に切り変

えました。その際に、業者を集めて入札をするにあたっての現場説明と

いうものを行うのですけれども、市の職員は他の部署に異動という方法

がありますが、臨時の調理員の方につきましては、業務を受託した場合

はそのまま継続して雇用してくださいというようなことを申し上げまし

て、実際に現在菖蒲学校給食センターに入っている委託業者につきまし

ては、当時の臨時職員をそのまま調理員として雇用しているといった経

緯がございます。従いまして、今度新しくできる給食センターにつきま

しても、その建設に伴いまして、今まで鷲宮等で臨時職員として調理に

携わっていた方につきましては、そのように新しい受託業者の方に雇用

していただくとか、そういったことについては考慮していくべきではな

いかと考えております。 

 

では、その他に運営方法につきましてございますか。 

 

はい。公営と民営、今あくまで民営ありきで話をしていますけれど、

民営ありきで話をする経緯というのも教えていただきたいです。私個人

的には民営の方が費用も抑えられるし良いと思うのですが、改めて、公

営ではなく民営を主体とする計画をしていくという経緯というか、意図

を。 

 

はい。ひとつには、行政全体に言えることなのですが、従来から民間

活力の積極的な活用を図るというのがいわゆる行政改革の中で謳われて

いる部分でございまして、それは、効率化、費用の削減、人員の削減の

問題の部分も考慮して、従来から行革の手法の中で民間活力を推進する

というものです。そういったものもひとつ考慮の要因としてあるのかな

と思いますが、基本方針をご覧いただくと、２１ページ業務の効率化と

いうところで、施設や設備の効率化に加え、調理業務・配送業務・配膳

業務などは積極的に民間企業等の能力を活用し、安定的な提供を図りま
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村田会長 

 

 

 

委員 

 

村田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川委員 

 

 

 

 

村田会長 

 

堀越委員 

 

 

すとあるように、学校給食を運営する中においても、やはり基本方針で

このように定めたというところがあるところでございます。 

 

その他にないでしょうか。 

そうしましたら、運営方式については、この提案の直営方式で、公設

民営ということでよろしいでしょうか。 

 

＝はい＝ 

 

ありがとうございます。それでは、運営方式についてはこれで進めた

いと思います。今、設置場所、規模、運営方式の大枠を作ったわけです

が、先程スケジュールのご提案がありました。合併の補助金が使えると

いうことがあり、そういうことも考慮しながら今後のスケジュールの手

際については、財政面を考えたときにもということで、先程のスケジュ

ールのことについては、事務局の話をお聞きして、委員のみなさんいか

がでしょうか。 

よろしいでしょうか。先程のスケジュールに沿って進めていきたいと

思います。 

それでは、この大枠に沿って今度は細部の、例えば食育はどう考えて

いるのか、アレルギーの対応であるとか、もろもろ細部にわたってのこ

とを、大枠に沿って案を作っていただいて検討したいと思いますけれど

も、よろしいでしょうか。 

では、今日ご発言いただけなかった方もいらっしゃるので、感想など

一言ずつお願いしてもよろしいでしょうか。では、石川委員さん。 

 

いろいろお話を伺いまして、できれば、おいしいものを給食として出

すというのは、一番基本だと思うので、同じものを市全体で食べられた

ら、子ども達が同じものを食べるというのは一番いいのかなと思ってい

ます。今日の会議で、規模も設置場所も決まって良かったなと思います。 

 

ありがとうございました。では、堀越委員さん。 

 

私も先日思いがけず給食センターを見学できて、自分にとっても良い

社会勉強になって良かったなと思います。今日は２回目として審議会に

出席しまして、この前よりはかなり内容も見えてきたし、自分自身も勉
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村田会長 

 

古川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

村田会長 

 

谷野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入江委員 

 

谷野委員 

強になってよかったです。やはり、今から場所を考えると言っても、大

変なことですし、理科大ですか、思わぬところからそういう場所がほっ

こり現れたというか、すごくいいと思います。この前、給食センターを

見学して、今、私、心の中でやっぱりこんなすばらしい給食センターが

久喜にもできたらいいなと、自分では思っていました。これが実現すれ

ば、本当に夢のようです。 

 

ありがとうございます。では、古川委員さん。 

 

はい。私も先日給食センターの見学に行かせていただいて、あれくら

いの規模になると、公営という話をお聞きしたんですけれども、あの規

模を任せられる業者さんが見つかるかどうかというのが、不安ではない

ですけど、心配なところではあります。見つかって、平成３２年までに

できれば、子ども達にとってはおいしく、安全で、しかも市内全部共通

した給食が食べられるというのは素晴らしいことだなと思ったので、こ

れからもいろいろと審議に参加させていただいて、みなさんと一緒に決

めていけたらと思います。 

 

谷野委員さん 

 

はい。お疲れ様でした。私も先日古河の給食センターに行かせていた

だいたのですけれども、何かちょっと、申し訳ないけど物足りないなと

思ったのが、お昼を共にできなかったことです。これはおそらく質問に

なってしまうと思うのですけれども、今度新たに設立される給食センタ

ーにおかれまして、半分遊びの部分というのですか、それが対外的に大

規模なセンターになることによっての、お客様をお呼びしたときのそう

いう施設であるとか、災害時における子ども達に対しての援助的なもの

ができるのかとか、今、ＮＰＯの方で、各地で子ども食堂というのが盛

んにできているのですね。そういったアプローチというのも遊びの部分

の中で、果たして、できていけるものなのか、というのも考慮していた

だきたいなというのがあります。 

 

賛成です。 

 

今ひとり親が増えている中で、夕方、夜まで働かれている方が多い中
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で、お仕事から帰られた中のこれから食事を作らなければいけない、子

どもを迎えに行かなければならないというところで、まさに生涯学習セ

ンターだとか、学習機関が集約されている中で、子ども達にとっても、

親御さんにとっても利があるセンターというのは、もしかしたら対外的

にもとても魅力的なのかなって、モデルにもなるのかなと思いますので、

それも併せて今後の検討材料として話をさせていただければと思います

のでよろしくお願いします。 

 

根本委員さん 

 

はい。私も先日給食センターの見学に行かせていただきまして、私が

思うのは、ここまできてすごく良かったなと思いました。これからやは

りみなさんがおっしゃっているように、内容というのかな、造ることは

決まったのですけれども、業者選びとか、そういった方にみんなで真剣

に取り組んでいけたらと思います。すごくウキウキというか、ラッキー

というように感じます。 

 

ありがとうございました。委員さん方にご指摘いただいた点を入れな

がら、新たな学校給食センターを造っていくということで、今のように

様々なアイディアをいただければと思います。それでは、全体について

何かありますでしょうか。 

それでは、今日の議事につきまして、以上で終了させていただきます。

これをもちまして、議長の任を解かせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

村田会長、どうもありがとうございました。 

また、委員の皆様には長時間にわたり、慎重なご審議、誠にありがと

うございました。 

それでは、次第の４ その他 ということで、私の方からご連絡を申

し上げます。 

次回の審議会は、２月２３日（木曜日）の開催を予定しております。

時間は、９時３０分から、会場は、菖蒲総合支所（４階）菖蒲コミュニ

ティセンター「ボランティアビューロー」でございます。 

委員の皆様には、改めてご案内を差し上げたいと存じますので、よろ

しくお願いいたします。 
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尾崎委員 

 

 

川羽田主幹 

 

それでは、本日の審議会を閉じるにあたりまして、尾崎副会長からご

あいさつを頂戴したいと存じます。 

尾崎副会長、よろしくお願いします。 

 

 以上をもちまして、平成２９年第２回久喜市学校給食審議会を終了し

ます。ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。 

本日はありがとうございました。 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

  平成２９年３月２日 

久喜市学校給食審議会 

             会 長  村 田 文 雄 
              委 員  入 江 講 児 

  


